
総務省平成30年度

テレワークマネージャー
派遣事業がはじまりました

A. 企業・地方公共団体等の働き方改革の導入実績を
持つ専門家(テレワークマネージャー)を無料で派遣します。
働き方改革導入の効果や、それを促進するICTツール、
セキュリティ等に関する情報提供を行います。

∎ 支援期間：平成30年10月9日(火)～平成31年3月8日(金)

∎ 応募期限：平成31年2月28日(木)まで
∎ 支援回数：3回まで
（1回あたり最大6時間。 Webツール活用等による遠隔対応も可能）

∎ 専門家による説明
専門家が全国各地を訪問し、
「働き方改革の効果」や
「働き方改革を促進するツール」
などを説明します。

∎ 導入支援
トライアル・正式導入に向けて
企業規模を問わず支援します。

Q.【テレワークマネージャー派遣事業】とは？

■お申込み ：平成30年10月9日（火）募集開始

働き方改革を進めるには
何が必要なの？

どうすればいいのか知りたい。

テレワークマネージャー
派遣事業ホームページ



ホームページの派遣申請フォームまたはFAXでお申し込みください

http://www.keieiken.co.jp/h30telework/http://www.keieiken.co.jp/h30telework/

テレワークマネージャー

テレワークマネージャー
で検索してください

チェックリスト
みなさんが所属している企業・団体等で直面している経営課題は何でしょうか？

８つのチェックリストで該当するものを選んでみましょう！

お申し込み・お問合せ

派遣申請の手続き等、詳細に関しましては、平成30年度事業の事務局である
「NTTデータ経営研究所」までお問い合わせください。

①企業・団体名

②ご担当者お名前

③ご住所

④ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ・お電話 （ ）

⑤お問合せ内容

＊ご記入いただきました情報は、テレワークマネージャー派遣事業のみに使用させていただきます。

FAX

【 テレワークマネージャー派遣事業 事務局 】
株式会社NTTデータ経営研究所〒102-0093 東京都千代田区平河町2-7-9 JA共済ビル10F
【E-Mail】 twm@keieiken.co.jp 【TEL】 03-6261-4224 【FAX】 03-3221-7022

□ 営業職等が移動中のすきま時間や待機時間を有効活用して、
生産性を向上させたい

□ せっかく採用・育成した従業員が育児・介護や配偶者の転勤で離職するのを
何とかしたい

□ ｢仕事の見える化｣を実践し、無駄な仕事を削減して長時間労働をなくしたい

□ 突発的な災害・事故やインフルエンザ、パンデミック等への対策を行う必要性を
感じている

□ 通勤負担がない在宅勤務にトライアルしてみたい

□ 情報漏えい対策、情報管理施策を徹底した上で、どこでも働ける「モバイルワーク」
や 「サテライトオフィス」の活用など環境整備を行いたい

□ ｢ダイバーシティ経営｣｢ワークスタイル変革｣に早めに着手し、活力ある組織にしたい

□ グローバル化が進み、早朝・深夜の会議が従業員の負担になっている
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